
第３章 街路樹維持管理の基本方針・取組方針 

１．街路樹維持管理の基本方針と取組方針 

街路樹が持つ機能及び静岡市における街路樹の現状と課題を踏まえ、３つの基本方針と

４つの取組方針を次のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

【取組方針１】 

街路樹を健全に維持する 

・倒木や落枝等による事故防止のため、街路樹維持管理計画に基づき、点検や診断

を適切に実施する 

・街路樹の健全性を確保するため確実に点検を実施する 

・研修等の実施により、行政職員の街路樹の維持管理に関する技術力を向上させる 

【取組方針２】 

街路樹が必要な路線や適切な配置、樹種を明確にする 

・歩道や植樹帯の幅員、沿道環境、完成形の樹形等に応じた樹種の選定基準を明確化

する 

・大径木化等により歩行空間へ支障が出たり、寿命を迎え衰弱している樹木等は、樹

種の更新（植え替え）・伐採など計画的に実施するため、基準と手順を明確にする 

・沿道環境に応じ街路樹が必要な路線・区間を明確にする 

・路線に応じた植栽パターン・植栽密度を明確にする 

【取組方針４】 

市民協働の推進等により通報や要望の多い区間・樹種を改善する 

・通報や要望が多い区間や樹種等を記録し分析するよう維持管理の履歴をストックする 

・要望を削減するため、維持管理の履歴を活用した事前対応や樹種の変更等により予防

保全的に対応する 

・市民や企業等と連携し、日常的な維持管理を協働で行う 

・街路樹の更新（植え替え）・伐採にあたっては、沿道住民や道路利用者に配慮するととも

に、合意形成を図る 

【取組方針３】 

維持管理にメリハリをつける 

・優先順位の設定及び樹種の変更、数量の適正化により、限られた予算内で効果的に

管理効率を上げる 

・維持管理の履歴を継続的に記録し、管理業務の効率化を図る 

 

 

 

 

 

基本方針 

１．安心・安全で快適な緑のみちづくり 

２．効率的な管理が持続する緑のみちづくり 

３．市民とともに緑を育てるみちづくり 
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（２）街路樹健全度調査の確実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検・診断種別 対象街路樹 点検頻度 点検者・診断者 

街路樹点検    

 通常点検 高木（樹高３ｍ以上・

幹周 90cm 以上） 

５年に１回を目安 ・樹木医 

・街路樹の点検に関する技術と

経験を有する者 

・街路樹健全度調査に関する研

修を受けた道路管理者 

簡易点検 高木（樹高３ｍ以上・

幹周 90cm 未満） 

５年に１回を目安 ・街路樹の点検に関する技術と

経験を有する者 

・街路樹健全度調査に関する研

修を受けた道路管理者 

日常点検 低木・中木・高木 巡回時 道路管理者 

街路樹診断    

 外観診断 各点検で「要調査」と

判定 

「要調査」判定時 樹木医 

詳細診断 外観診断で「要調査」 「要調査」判定時 樹木医 

 

表-4.2 総合判定 

総合判定 判定 被害の程度・樹木の状態 対応 

健全度Ⅰ 健全 ・腐朽などの被害が軽微なもの 

・異常について、局所的あるいは軽微な

処置で問題のないもの 

概ね５年後に点検を

実施 

健全度Ⅱ 健全に近い ・今後活力の低下や腐朽の進行が予測さ

れるもの 

・腐朽以外の被害も各種確認され注意を

要するもの 

・簡易な処置を要するもの 

経過観察 

５年後に点検を実施 

健全度Ⅲ 不健全に近い ・幹や根の腐朽が進行しているもの 

・腐朽以外の被害も確認され、何らかの

処置を要するもの 

維持管理作業前確認

を実施 

３年後に点検を実施 

健全度Ⅳ 不健全 ・幹や根の腐朽が著しく、極めて不健全

な状態で回復の見込みがないもの 

・倒木や幹折れの危険がある 

危険木として伐採・

撤去 

街路樹点検結果及び必要に応じて実施する街路樹診断結果を総合的に勘案し、健全度Ⅰ～

Ⅳにより評価した上で、各健全度に応じた対応を行う。 

 

街路樹健全度調査は、街路樹の活力を確認する「街路樹点検」と専門家である樹木医

が詳細に樹木の腐朽や異状について診断する「街路樹診断」で構成される。「街路樹点

検」は幹周によって「通常点検」と「簡易点検」に区分され、計画的に点検する。 

剪定や除草等の維持管理作業時や道路管理者の道路パトロール、市民から寄せられた

通報・要望は、街路樹の異状を早期に発見する有益な情報であり、その情報を基に街路

樹健全度調査の実施の有無を判断する。 

 

表-4.1 点検・診断別対象街路樹等一覧表 
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４．市民協働による良好な街路樹の維持管理 

（１）市民からの情報提供のストックと活用 

 

 

 

 

 

 

（２）沿道住民や企業等と連携した街路樹管理の推進 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

①道路サポーター制度の継続と市民参加の促進 

静岡市では、道路サポーター制度が整備され、道路の美化や緑化等の活動が積極的に実

践されている。この道路サポーター制度を継続するとともに、市民の参加を促進するもの

とする。 

 

②落ち葉回収用ゴミ袋の配布 

落葉の時期は、町内会に落ち葉回収用のゴミ袋を配布しているため、今後も継続し、市

民と連携して落ち葉の回収を進める。さらに、沿線企業から、落ち葉回収に協力するため

ゴミ袋の配布を依頼された場合は、適宜配布する。 

 

 

（３）沿道住民の意見の反映と合意形成 

   

 

 

 

 

 

 

道路利用者や市民等からの通報や要望等の記録をストックすることにより、要望等が

多い樹種や路線等を把握し活用する。さらに、街路樹の維持管理や植え替え等の更新時

の参考とする。 

街路樹維持管理は、その地域で道路を利用する住民等との合意形成を図ることが望ま

しい。とくに、植栽後の経過年数が長い期間となっている街路樹を更新する場合には、

必要に応じて地域住民等の意見を反映するよう合意形成に配慮する。 

街路樹は、もっと市民の身近な存在として愛着をもってもらうことが必要である。そ

のため、植栽されている街路樹の維持管理にも市民参加を促すなど、街路樹愛護に向け

ての取組を推進する。 

また、企業の地域貢献の活動空間や企業のイメージアップにつながる空間として植樹

帯を有効活用させたり、沿道住民による花壇管理や落ち葉拾い等、開かれた植樹帯

（桝）の維持管理を推進する。 

【取組方針４】市民協働の推進等により通報や要望の多い区間・樹種を改善する 
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